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保
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課
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た
は
各
支
所
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出

世
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主
は
自
分
の
世
帯
の
被
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者
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異

動
が
あ
っ
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と
き
は
、
市
の
窓
口
で
届
出
し

国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
に
つ
い
て

新
し
い
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証（
保
険
証
）は

 

3
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
す

〜
異
動
が
あ
っ
た
場
合
は
、
届
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
〜

国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
改
正
に
つ
い
て

令
和
6
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
を
改
正
し
ま
す

国
民
健
康
保
険（
国
保
）の
加
入

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

届
出
に
必
要
な
も
の
は
、
次
の
表
の
と

お
り
で
す
。
届
出
時
に
は
、
免
許
証
な
ど

で
本
人
確
認
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

愛
西
市
に
お
け
る
国
民
健
康
保
険
財
政

は
、
被
保
険
者
は
減
少
し
て
い
る
一
方
、
医

療
費
は
増
加
し
、
大
変
厳
し
い
状
況
で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
市
で
は
被
保
険
者

の
負
担
を
抑
制
す
る
た
め
、
国
民
健
康
保
険

支
払
準
備
基
金
を
取
り
崩
し
て
県
の
示
す
標

準
税
率
よ
り
低
い
税
率
を
維
持
し
て
い
ま
し

た
が
、
今
後
も
安
定
し
た
財
政
運
営
を
図
る

た
め
、
令
和
6
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税

の
税
率
を
改
正
し
ま
す
。

税
率
改
定
の
内
容
は
、
次
の
表
の
と
お
り

で
す
。

国
保
特
別
会
計
の
財
源
不
足
を
解
消
し

て
い
く
た
め
に
は
、
今
後
も
税
率
改
正
が

必
要
と
な
る
見
込
み
で
す
が
、
被
保
険
者

の
急
激
な
負
担
増
と
な
ら
な
い
よ
う
、
段

階
的
に
改
正
す
る
予
定
で
す
。

国
保
特
別
会
計
の
持
続
的
か
つ
健
全
な

運
営
を
図
る
た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
新
し
い
保
険
証
】

3
月
上
旬
に
簡
易
書
留
郵
便
で
お
送
り

し
ま
す
。
受
け
取
り
の
際
に
は
受
領
印
が

必
要
で
す
。

※
不
在
の
場
合
は
郵
便
局
が「
不
在
通
知
」

を
置
い
て
い
き
ま
す
の
で
、「
不
在
通
知
」

の
指
示
に
従
い
受
け
取
っ
て
く
だ
さ
い
。

【
保
険
証
の
有
効
期
限
を
延
長
し
ま
す
】

マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の
切
り
替
え
の
た
め
、

現
在
の
保
険
証
の
廃
止
が
決
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
制
度
改
正
に
伴
い
、
通
常
の
有
効

期
限
で
あ
る
令
和
7
年
3
月
31
日
か
ら
令
和

7
年
7
月
31
日
ま
で
有
効
期
限
を
延
長
し
ま

す
。

【
今
ま
で
の
保
険
証
】

4
月
以
降
に
使
用
で
き
な
い
よ
う
ハ
サ

ミ
な
ど
で
裁
断
し
て（
個
人
情
報
が
読
み
取

れ
な
い
よ
う
）破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。（
返

送
不
要
）

な
お
、
保
険
証
が
届
か
な
い
場
合
な
ど

不
明
な
点
が
あ
れ
ば
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が
あ
る
世
帯

に
つ
い
て
は
、
郵
送
で
き
ま
せ
ん
。
別

の
通
知
内
容
に
よ
り
来
庁
を
お
願
い
し

ま
す
。
そ
の
際
、
納
付
相
談
を
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
保
険
証
利
用

登
録
を
さ
れ
た
場
合
も
、
保
険
証
は
必

要
と
な
り
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
は
破

棄
さ
れ
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の
と
き

国
保
を
脱
退
す
る
と
き

－保険証を紛失したとき

国保の保険証、
在学証明書など

修学や出稼ぎなどのため
必要なとき（別に住所を定めるとき）

保険証の内容を訂正するとき
世帯主が変わったとき

世帯を分けたり、
一緒にしたとき 国保の保険証

市内で住所が変わったとき

国保の保険証死亡したとき

国保の保険証、
保護開始通知書生活保護を受けたとき

国保の保険証、
職場の健康保険証

職場の健康保険に
加入したとき

国保の保険証他市区町村へ転出するとき

保護廃止通知書生活保護を
受けなくなったとき

－

－

子どもが生まれたとき

職場の健康保険の
喪失証明書

職場の健康保険を
やめたとき

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
運
転
免
許
証
な
ど
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

他市区町村から
転入してきたとき

6.0％ 22,000 円

26,400 円 21,900 円

6,900 円

6,800 円

10,100 円

10,200 円

22,000 円

6,000 円

6,000 円

8,000 円

8,000 円

1.8％

1.3％

国
保
に
加
入
す
る
と
き

届出に必要なものこんなときには届出を現　行

所得割

医療給付費分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分

被保険者
均等割 世帯平等割

6.61％

2.26％

1.76％

所得割

医療給付費分

後期高齢者
支援金分

介護納付金分

被保険者
均等割 世帯平等割

改 正 後

こ
ん
な
と
き
に
は
14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

地域包括支援センターは、高齢者の方がいきいきと安心して暮らし続けることができるように皆
さんをささえる機関です。
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員が相談・支援を行います。
「介護保険のサービスを利用したい」「心配事があるけれど、どこへ相談してよいかわからない」
「介護予防の相談をしたい」こんなときは、地域包括支援センターへご相談ください。

佐屋苑地域包括支援センター

お住まいの地区の地域包括支援センターにお気軽にご相談ください

　高齢福祉課　☎（55）7116

地域包括支援センターを
知っていますか？

地域包括支援センターを
知っていますか？

地域包括支援センターを
知っていますか？

地域包括支援センターを
知っていますか？

高齢者の相談窓口高齢者の相談窓口高齢者の相談窓口高齢者の相談窓口

電    話

大井町浦田面268番
地6
（愛厚ホーム佐屋苑内）

（32）1999 

住    所

愛西市社協佐織地域包括支援センター

電    話

町方町北堤外136番
地5

（23）0988

住    所

愛西市社協地域包括支援センター

電    話

江西町宮西38番地
（八開総合福祉
センター内）

（37）5333

住    所
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